
〈場所〉

相談員 相談できる内容

行政相談委員 ・
中部管区行政評価局

行政やくらしのお困りごとに関する相談

家庭内での悩みごと、男女共同参画に関する相談など

司法書士
遺言・相続・登記・後見制度などに関する相談

140万円以内の民事事件に関する相談

税理士 税金に関する相談

社会保険労務士 年金・社会保険・労務などに関する相談

行政書士
遺言・相続・成年後見などの手続に関する相談

許認可に関する相談

イオン八事ショッピングセンター
４階 G.Gイベントコーナー

地下鉄 名城線・鶴舞線 八事駅 ３番出口すぐ

くらしの行政・法律相談所

予約不要です！
お気軽にご利用ください。

主催 総務省中部管区行政評価局 お問い合わせ先 052-972-7415 （平日9時～17時）

相談無料・秘密厳守
どちらにお住まいでも
ご相談いただけます！

〈開設時間〉

10時～12時、13時～15時

受付は、当日10時から会場で行います。
ご利用の際は裏面のお知らせをお読みください。

令和6年度開設予定日

令和6年 4月18日(木)

５月１６日(木)

６月２０日(木)

７月１８日(木)

８月２２日(木)

９月１９日(木)

１０月１７日(木)

１１月２１日(木)

１２月１９日(木)

令和７年 １月１６日(木)

２月２０日(木)

３月1３日(木)

※開設日は、変更になる場合があります。



• 相談受付枠は1枠30分です。入れ替え時間等を含みますので、相談時

間の目安は25分程度となります。

• 各相談員につき、午前4枠、午後4枠（計8枠）の相談に応じます。

• 相談の受付は、当日10時から会場にて、先着順に整理券を配布して行

います。午前から順に午後の枠も受付をしますので、相談受付枠（8枠）

が埋まった相談員は、その時点で受付を終了いたします。（相談員に

よっては、午前中に受付終了となる場合があります。）

• 整理券をお持ちの方であっても、お呼びした時にいらっしゃらない場合

は、次の方の相談受付をします。

• 匿名でもご相談できます。ただし、相談内容によっては連絡先等をお伺

いする場合があります。

• 当日の受付状況は、表面の問い合わせ先にお電話いただければ、受付

を終了したかどうかについてのみ、ご案内いたします。（残りの枠数の

ご案内はできません。また、会場にお越しになられたときに相談受付が

できることを約束するものではありません。）

• 今後、上記の内容を変更する場合があります。（当局ホームページでお

知らせいたします。）

「相談受付・相談対応についてのお知らせ」
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